
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

委
員
長 

山 

田 

吉 

三 

郎 
 



（一） 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

  

（イ） 
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体 

  

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

代
表
者 

 
 

会
計
責
任  

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 
 
 

届
出
年
月
日  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
氏
名 

 
 

者
の
氏
名  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

 

石
田
史
行
後
援
会 

 
 

石
田 
史
行 

石
田 

和
恵 

神
奈
川
県
足
柄
上
郡
開
成
町
み
な
み 

二
八
、 

九
、
二
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
―
三
―
一 

ル
シ
ェ
リ
ア
一
〇
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

加
藤
裕
介
後
援
会 

 
 

加
藤 

裕
介 
加
藤 

 

優 

神
奈
川
県
横
須
賀
市
久
比
里
一
―
二 

二
八
、 

九
、
二
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六 

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
久
里
浜
Ｃ
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
〇
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

は
し
も
と
修
一
後
援
会 

榎
本 

 

誠 

橋
本 

修
一 
神
奈
川
県
高
座
郡
寒
川
町
一
之
宮
八 

二
八
、 

九
、
三
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
一
六
―
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


